
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120名（先着） 

年齢制限はありますか？ 平塚市民ですが、他市で働いて

いる場合はもらえますか？ 

交付申請の前年（1 年間）に 

返還した奨学金の合計額の 1/2 

上限額：10 万円／年 

最長で 5 年間継続 

 

詳しくは 

 

□ 29 歳以下の方（令和 8年（2026 年）3 月末時点） 

□ 大学等を卒業している 

□ 大学等の在学中に、本人名義で奨学金の貸与を受け、自ら返済をしている 

□ 令和 7 年（2025年）の 1 月 1 日現在において平塚市の住民基本台帳に記録されている 

□ 令和 8 年（2026年）の 1 月 1 日から起算して、定住を 5 年以上継続する意思がある 

□ 市内企業等に常勤の従業員等として就業していること又は市内の自営業者である 

□ 公務員でない など 
 

※認定された方は、交付申請することができます。交付申請時点での要件もあります。 

詳しくは下記の二次元コードからご確認ください。 
ア 令和 6年（2024年）の 1月 1日現在において平塚市の住民基本台帳に記録されていること 

イ 令和 7年（2025年）の 1月 1日から起算して、定住＊3を 5年以上継続する意思がある方 

ウ 市内企業等に常勤*4の従業員等として就業していること又は自営業者であること 

＊1 学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校（専門課程に限る） 

＊2 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）第 1種・第 2種奨学金、地方公共団体が貸与する奨学金など 

（申請者本人の名義で借受けているものに限る） 

＊3 平塚市の住民基本台帳に記録されており、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。 

＊4 1週間の勤務時間が 1年を平均して 30 時間以上又は 1月の勤務時間が 120 時間を超える勤務条件に該当し、市内

企業等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。 

 

最大10 万円／年 

認定対象者（認定申請時点で、全てに当てはまる方） 

最長 5 年間 

支援金の額 

最大50 万円 

令和 7年 5月 19日（月）～ 

令和 7年 6月 13日（金）        
※有効な申請が募集定員に達し

次第、受付を終了します 

令和 8年 3 月末時点で 29 歳 

以下の方が対象になります 

申請受付期間 募集定員 

 
平塚市青少年奨学金返還支援金事業 

 

〒254-8686 平塚市浅間町 9番 1 号        TEL 0463-71-5950 

平塚市 健康・こども部 青少年課 青少年育成担当  FAX 0463-21-9738 

  

問合せ先  

コチラ👉 

平塚市で働いている方が対象に 

なります。（公務員は対象外） 

平塚市からのお知らせ 


